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Ifj j 

!?i ライ
ン
同
盟
の
改
革
と

八
O
O年
前
後
の
連
続
性
問
題

新
た
な
研
究
パ
ラ
ダ
イ
ム
と
し
て
の
連
続
性

一
九
世
紀
初
頭
の
ド
イ
ツ
は
、
多
く
の
点
で
日
本
の
明
治
維
新
に
匹
敵

す
る
よ
う
な
変
革
期
と
し
て
一
般
的
に
描
か
れ
る
。
帝
国
の
滅
亡
や
ナ
ポ

レ
オ
ン
の
支
配
、
ラ
イ
ン
同
盟
の
改
革
や
プ
ロ
イ
セ
ン
の
改
革
は
、
中
心

ゲ
ル
ハ
ル
ト
・
シ
ユ
ツ
ク

権
左
武
志
・
遠
藤
泰
弘
(
訳
)

的
な
出
来
事
を
言
い
表
わ
す
最
重
要
の
キ
ー
ワ
ー
ド
で
あ
る
。
「
ド
イ
ツ

に
お
け
る
近
代
国
家
と
近
代
社
会
の
基
礎
は
、
当
時
に
お
い
て
創
り
出
さ

(
l
)
 

れ
た
」
。
と
り
わ
け
一
八

O
六
年
の
ラ
イ
ン
同
盟
設
立
は
、
「
第
三
一
の
ド
イ

ツ
」
、
即
ち
プ
ロ
イ
セ
ン
と
オ
ー
ス
ト
リ
ア
抜
き
の
ド
イ
ツ
を
、
ナ
ポ
レ

オ
ン
の
保
護
下
で
一
つ
の
国
家
連
合
に
統
合
し
、
そ
れ
に
よ
り
「
ド
イ
ツ
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咽ル・
辿

n-

国
民
の
神
聖
ロ

l
マ
帝
国
」
の
滅
亡
を
決
定
づ
け
た
と
い
う
点
で
、
同
時

代
の
国
法
学
者
に
よ
っ
て
も
画
期
的
な
断
絶
と
し
て
、
革
命
的
な
国
法
上

(2) 

の
変
革
と
し
て
認
識
さ
れ
た
。
と
い
う
の
も
、
こ
の
変
革
に
よ
っ
て
、
支

配
特
権
と
諸
身
分
に
よ
る
支
配
へ
の
参
加
に
基
づ
く
千
年
来
の
法
的
な
秩

序
構
造
が
廃
止
さ
れ
、
ラ
イ
ン
同
盟
の
構
成
田
に
主
権
を
保
証
し
た
こ
と

に
よ
っ
て
、
中
問
権
力
か
ら
自
立
し
た
統
一
的
な
国
家
権
力
の
原
理
が
貫

徹
さ
れ
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
ゲ
ン
ナ

1
2
F
r
o
-
2目、ロ
g
E言明

。Eロ
常
)
に
と
っ
て
、
「
ド
イ
ツ
国
家
体
制
の
変
革
」
は
、
法
学
に
と
り

「
新
た
な
時
代
」
を
基
礎
づ
け
る
よ
う
な
、
「
か
つ
て
の
ゲ
ル
マ
ン
の
全

(3) 

政
治
情
勢
を
根
本
的
に
改
造
す
る
こ
と
」
に
等
し
か
っ
た
。

実
際
に
ラ
イ
ン
同
盟
に
属
す
る
国
家
で
は
|
|
そ
れ
と
平
行
す
る
形

(4) 

で
別
の
重
点
を
置
き
つ
つ
、
プ
ロ
イ
セ
ン
で
も
|
|
、
帝
国
の
滅
亡
に

伴
い
徹
底
的
な
国
家
改
革
の
段
階
が
始
ま
っ
た
。
そ
れ
は
、
結
果
と
し
て

近
代
の
集
権
的
統
一
国
家
を
実
現
し
、
身
分
制
的
特
権
か
ら
な
る
社
会
を

平
等
な
公
民
及
、
び
私
有
財
産
所
有
者
か
ら
な
る
社
会
に
取
っ
て
代
え
、
更

に
、
ラ
イ
ン
同
盟
時
代
の
終
了
直
後
に
実
現
す
る
初
期
立
憲
体
制
の
た
め

の
決
定
的
な
基
礎
を
創
り
出
し
た
。
「
こ
の
改
革
期
を
経
て
初
め
て
、
ド

イ
ツ
は
、
農
業
的
|
封
建
的
な
身
分
制
国
家
か
ら
近
代
の
自
由
主
義
的
立

憲
国
家
へ
、
そ
し
て
産
業
化
の
時
代
に
お
け
る
経
済
力
の
解
放
へ
と
至
つ

(5) 

た」
0

資

こ
こ
で
は
、
ラ
イ
ン
同
盟
改
革
の
動
機
や
内
容
に
つ
い
て
広
範
に
叙
述

す
る
必
要
は
な
い
。
近
代
国
家
の
実
現
が
こ
こ
で
意
味
す
る
こ
と
を
明
ら

か
に
す
る
に
は
、
若
干
の
キ
ー
ワ
ー
ド
を
挙
げ
れ
ば
十
分
で
あ
ろ
う
。
指

導
的
な
ラ
イ
ン
同
盟
諸
国
の
改
革
事
業
の
中
心
に
あ
っ
た
の
は
、
「
官
僚

(6) 

制
的
中
央
集
権
の
意
味
に
お
け
る
行
政
機
構
の
新
た
な
組
織
化
」
、
と
り

わ
け
近
代
的
行
政
原
理
の
導
入
と
(
能
力
主
義
と
法
典
化
さ
れ
た
公
務
員

(7) 

法
に
基
づ
く
)
近
代
的
職
業
公
務
員
制
度
の
構
築
で
あ
っ
た
。
こ
の
領
域

に
お
い
て
ラ
イ
ン
同
盟
諸
国
は
、
ラ
イ
ン
同
盟
改
革
の
強
い
影
響
を
受
け
、

シ
ユ
タ
イ
ン
や
ハ
ル
デ
ン
ベ
ル
ク
の
下
で
行
政
改
革
、
公
務
員
改
革
を

行
っ
て
い
た
プ
ロ
イ
セ
ン
よ
り
も
更
に
徹
底
し
て
お
り
、
何
よ
り
も
先
行

し
て
い
た
。
ラ
イ
ン
同
盟
で
は
、
諸
身
分
や
諸
国
体
の
制
度
に
含
ま
れ
て

(8) 

い
た
特
権
的
な
高
権
機
能
を
解
体
し
、
と
り
わ
け
領
主
裁
判
権
の
よ
う
な

貴
族
の
支
配
機
能
を
国
家
の
管
轄
下
に
置
く
作
業
が
、
プ
ロ
イ
セ
ン
以
上

に
行
政
改
革
と
結
び
つ
い
て
い
た
。
こ
の
脱
家
産
国
家
化
の
プ
ロ
セ
ス
は
、

王
家
自
身
に
も
関
わ
っ
て
お
り
、
例
え
ば
王
家
は
、
君
主
領
地
の
国
家
化

に
よ
っ
て
国
{
永
か
ら
明
確
に
分
離
さ
れ
た
。
そ
れ
と
軌
を
一
に
し
て
、
と

り
わ
け
救
貧
制
度
、
病
院
、
教
育
制
度
と
い
っ
た
、
以
前
は
教
会
の
管
轄

だ
っ
た
領
域
も
、
国
家
に
よ
っ
て
引
き
継
が
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
一
方

に
お
け
る
国
家
主
義
に
対
応
し
て
い
た
の
は
、
他
方
に
お
け
る
法
の
平
等

に
基
づ
く
社
会
政
策
で
あ
り
、
例
え
ば
貴
族
特
権
の
廃
止
、
一
般
兵
役
義

北法55(5・172)2026



(9) 

務
の
導
入
、
宗
教
的
寛
容
の
実
現
、
ユ
ダ
ヤ
人
の
法
的
地
位
の
改
善
、
検

問
の
廃
止
、
そ
し
て
最
後
に
、
一
八
O
七
年
ヴ
エ
ス
ト
フ
ァ

l
レ
ン
憲
法

と
一
人
O
八
年
バ
イ
エ
ル
ン
憲
法
と
い
う
最
初
の
二
つ
の
ド
イ
ツ
憲
法
に

見
ら
れ
た
代
表
機
関
創
設
の
試
み
に
お
い
て
現
れ
た
。

ライン同盟の改革と1800年前後の連続性問題

一
八
O
六
年
の
変
革
を
、
一
七
八
九
年
の
フ
ラ
ン
ス
革
命
の
結
果
と
し

て
理
解
し
、
ド
イ
ツ
史
に
と
り
同
様
に
決
定
的
な
日
付
と
し
て
評
価
す
る

の
は
街
単
で
あ
る
。
し
か
し
、
本
稿
の
テ
l
マ
は
、
多
く
の
最
近
の
叙
述

の
中
で
主
張
さ
れ
て
い
る
こ
う
し
た
断
絶
テ

l
ゼ
で
は
な
く
、
お
よ
そ
一

九
九
0
年
代
初
め
以
来

l
l
l
ち
ょ
う
ど
一
九
八
九
年
の
変
革
の
経
験
以

後
|
|
始
ま
っ
て
き
た
反
対
運
動
、
即
ち
変
化
で
は
な
く
連
続
性
を
と

り
わ
け
重
視
し
、
一
八
O
O
年
前
後
の
変
革
的
性
格
を
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的

に
絶
対
化
す
る
見
方
へ
の
批
判
と
し
て
、
こ
の
新
た
な
試
み
を
理
解
す
る

よ
う
な
運
動
で
あ
る
。
確
か
に
二
八
O
O
年
前
後
の
時
期
に
関
す
る
「
断

絶
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
」
と
い
う
非
難
や
、
一
八
世
紀
か
ら
一
九
世
紀
へ
の
移

行
期
に
お
け
る
連
続
性
を
強
調
し
よ
う
と
す
る
試
み
は
、
新
し
い
も
の
で

(
叩
)

は
な
い
が
、
主
流
か
ら
批
判
的
に
距
離
を
取
る
よ
う
な
一
般
的
な
傾
向
は
、

お
そ
ら
く
一
九
九
0
年
代
に
な
っ
て
初
め
て
語
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に

な
っ
た
の
で
あ
る
。
本
稿
の
目
的
は
、
一
八

O
O
年
前
後
の
「
変
革
期
」

の
研
究
に
お
け
る
こ
う
し
た
新
た
な
連
続
性
の
動
向
を
、
幾
つ
か
の
例
を

挙
げ
て
紹
介
す
る
と
と
も
に
、

一
人
O
O
年
前
後
の
連
続
性
と
非
連
続
性

の
問
題
に
関
す
る
私
自
身
の
仕
事
に
基
づ
き
、
そ
の
背
景
を
批
判
的
に
究

(
日
)

明
す
る
点
に
あ
る
。

」
の
「
動
向
の
転
換
」
を
典
型
的
に
一
不
す
の
は
、
プ
レ

l
メ
ン
国
際
大

学
で
教
鞭
を
と
る
ピ

i
レ
フ
ェ
ル
ト
学
派
出
身
の
歴
史
家
ノ
ル
テ

(
E
E

Z
c
z
g
の
例
で
あ
る
。
彼
は
、
ド
イ
ツ
に
お
い
て
、
最
も
注
目
を
引
く

初
期
近
代
の
歴
史
家
に
数
え
ら
れ
て
い
る
。
一
九
九
O
年
に
公
刊
さ
れ
た

彼
の
修
士
論
文
は
、
ラ
イ
ン
同
盟
改
革
と
プ
ロ
イ
セ
ン
改
革
の
体
系
的
な

(ロ)

比
較
を
初
め
て
行
っ
て
い
る
が
、
断
絶
テ

l
ゼ
の
明
確
な
事
例
の
一
つ
と

し
て
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
彼
は
、
国
家
的
l
社
会
的
近
代
化
の
経

過
に
関
す
る
一
つ
の
理
念
型
的
モ
デ
ル
を
前
提
と
す
る
が
、
こ
の
モ
デ
ル

に
よ
れ
ば
、
一
八
O
O
年
以
降
の
改
革
期
の
決
定
的
な
段
階
に
お
い
て
、

近
代
的
立
憲
国
家
を
目
指
す
近
代
化
の
過
程
の
成
否
は
、
伝
統
的
な
支
配

権
を
国
家
化
で
き
る
か
否
か
、
従
っ
て
団
体
社
会
か
ら
行
為
能
力
を
政
治

的
に
剥
奪
で
き
る
か
否
か
、
に
か
か
っ
て
い
る
。
こ
う
し
た
モ
デ
ル
を
前

提
し
つ
つ
、
ノ
ル
テ
は
、
プ
ロ
イ
セ
ン
改
革
の
失
敗
に
対
し
ラ
イ
ン
同
盟

改
革
の
成
功
を
対
置
す
る
の
で
あ
る
。
ノ
ル
テ
の
テ

l
ゼ
に
よ
れ
ば
、
プ

ロ
イ
セ
ン
改
革
は
、
社
会
の
代
表
と
公
民
の
参
加
を
中
心
に
押
し
出
し
た

が
、
旧
身
分
制
的
特
権
社
会
に
手
を
触
れ
ず
に
放
置
し
た
た
め
、
憲
法
政

北法55(5・173)2027



キ+

策
上
失
敗
し
た
。
こ
れ
に
対
し
、
ラ
イ
ン
同
盟
の
改
革
諸
国
に
お
け
る
立

憲
国
家
へ
の
移
行
は
、
国
家
主
権
の
貫
徹
を
通
じ
、
身
分
制
的
社
会
秩
序

と
根
本
的
に
断
絶
し
、
そ
の
立
憲
的
伝
統
を
完
成
さ
せ
た
か
ら
こ
そ
成
功

し
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
の
視
点
に
よ
れ
ば
、
旧
身
分
制
的
特
権
社
会

と
の
断
絶
が
、
旧
体
制
か
ら
近
代
的
社
会
へ
移
行
す
る
上
で
決
定
的
な

フ
ァ
ク
タ
ー
と
な
る
の
で
あ
り
、
ラ
イ
ン
同
盟
改
革
は
、
こ
の
断
絶
を
体

資

現
す
る
も
の
と
解
釈
さ
れ
る
。

し
か
し
、
ノ
ル
テ
は
、
そ
の
す
ぐ
二
年
後
に
、
パ

i
デ
ン
の
自
治
体
自

(
日
)

由
主
義
に
関
す
る
博
士
論
文
の
中
で
、
「
伝
統
と
近
代
、
連
続
性
と
非
連

(
M
)
 

続
性
の
関
係
」
を
評
価
す
る
と
い
う
問
題
に
お
い
て
、
全
く
正
反
対
の
立

場
を
取
っ
て
い
る
。
「
初
期
近
代
の
連
続
性
に
お
け
る
西
南
ド
イ
ツ
の
初

期
自
由
主
義
」
と
い
う
綱
領
的
な
題
名
を
持
っ
た
論
文
の
中
で
、
彼
は
、

初
期
近
代
の
行
動
様
式
や
メ
ン
タ
リ
テ
イ
の
連
続
性
を
、
一
九
世
紀
前
半

の
ド
イ
ツ
自
由
主
義
の
成
功
に
と
っ
て
の
決
定
的
な
前
提
条
件
と
し
て
強

(
日
)

調
し
た
。

更
に
ノ
ル
テ
は
、
一
九
九
七
年
の
大
き
な
注
目
を
受
け
た
論
文
の
中
で
、

こ
の
新
た
な
動
向
を
理
論
的
方
法
論
的
に
反
省
し
、
基
礎
づ
け
よ
う
と

(
日
)

試
み
た
。
そ
こ
に
お
け
る
彼
の
出
発
点
は
、
と
り
わ
け
初
期
近
代
研
究
者

に
つ
い
て
述
べ
ら
れ
た
次
の
よ
う
な
不
快
感
、
即
ち
「
初
期
近
代
史
と
一

九
世
紀
の
『
近
代
』
あ
る
い
は
『
現
代
』
史
を
厳
格
す
ぎ
る
ほ
ど
分
離
す

る
こ
と
」
に
対
す
る
不
快
感
で
あ
る
。
こ
の
分
離
は
、

よ
ぴ
一
九
六
0
年
代
以
来
「
初
期
近
代
」
分
野
が
確
立
す
る
と
と
も
に
ま

す
ま
す
定
着
し
て
い
っ
た
結
果
、
「
と
り
わ
け
ド
イ
ツ
に
お
け
る
近
代
史

の
史
料
編
纂
上
の
統
一
を
、
失
わ
せ
る
の
で
は
な
い
と
し
て
も
全
く
脅
か

(
げ
)

す
」
も
の
と
さ
れ
る
。
こ
れ
に
対
置
さ
れ
る
の
は
、
ノ
ル
テ
が
研
究
テ
ー

マ
と
研
究
方
法
の
幾
つ
か
の
例
に
基
づ
い
て
示
す
よ
う
に
、
「
あ
る
出
来

事
が
、
一
見
し
た
と
こ
ろ
完
全
な
断
絶
の
印
象
を
与
え
る
場
合
に
も
、
長

(
時
)

く
続
く
連
続
性
を
探
そ
う
と
す
る
歴
史
学
の
一
般
的
な
傾
向
」
、
と
り
わ

(
凶
)

け
「
一
八
O
O
年
の
断
絶
」
を
相
対
化
し
よ
う
と
す
る
傾
向
で
あ
る
。

も
っ
と
も
、
「
一
八
O
O
年
前
後
の
数
十
年
は
、
多
く
の
点
に
お
い
て

深
い
転
機
を
示
し
て
お
り
、
転
換
過
程
の
束
に
よ
っ
て
特
徴
づ
け
ら
れ
て

(
初
)
い
る
こ
と
」
が
決
し
て
疑
問
視
さ
れ
て
い
な
い
点
は
重
要
で
あ
る
。
む
し

ろ
問
題
な
の
は
、
あ
る
世
代
に
特
有
な
二

O
世
紀
末
の
転
換
経
験
に
由
来

す
る
と
さ
れ
る
、
連
続
性
と
非
連
続
性
の
関
係
に
対
す
る
新
た
な
立
場
で

あ
る
。
ノ
ル
テ
に
よ
れ
ば
、
「
以
前
の
『
断
絶
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
』
は
、
二

O
世
紀
中
頃
に
は
ま
だ
誰
も
異
議
を
唱
え
な
か
O

た
一
般
的
な
進
歩
の
意

識
に
基
づ
く
も
の
で
あ
り
、
そ
の
意
識
の
中
で
は
、
一
人
O
O
年
の
転
機

の
新
ら
し
さ
が
強
調
さ
れ
、
以
後
の
歴
史
の
絶
え
ざ
る
加
速
や
進
歩
が
自

明
の
も
の
と
し
て
仮
定
さ
れ
て
い
た
」
。
「
今
世
紀
末
に
お
け
る
こ
の
進
歩

の
意
識
の
崩
壊
と
と
も
に
、
我
々
の
現
在
は
無
条
件
に
『
良
く
』
な
る
の

一
九
五
0
年
代
お

北j去55(5・174)2028



ライン同盟の改革と1800年前後の連続性問題

で
は
な
く
、
せ
い
ぜ
い
前
近
代
の
時
代
と
は
異
な
る
に
す
ぎ
ず
、
ひ
ょ
っ

と
す
る
と
意
外
に
類
似
し
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
」
と
い
う
感
覚
に
取
っ

(
幻
)

て
代
わ
ら
れ
た
と
い
う
。

こ
の
ノ
ル
テ
の
説
明
が
的
確
か
ど
う
か
は
、
決
め
ら
れ
な
い
だ
ろ
う
。

だ
が
、
一
八
O
O
年
前
後
に
お
け
る
連
続
性
の
問
題
が
前
景
に
出
さ
れ
、

断
絶
テ
l
ゼ
が
い
わ
ば
後
景
に
退
い
た
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。

し
か
し
、
こ
の
動
向
が
新
し
い
と
い
う
ノ
ル
テ
が
与
え
る
印
象
は
誤
り

で
あ
る
。
ラ
イ
ン
同
盟
研
究
史
を
詳
細
に
考
察
す
る
な
ら
、
ラ
イ
ン
同
盟

の
評
価
、
と
り
わ
け
プ
ロ
イ
セ
ン
改
革
と
の
比
較
に
お
け
る
評
価
は
、
初

め
か
ら
連
続
性
と
非
連
続
性
の
問
題
に
よ
っ
て
特
徴
づ
け
ら
れ
て
お
り
、

ノ
ル
テ
に
よ
っ
て
伝
統
的
な
立
場
と
称
さ
れ
た
い
わ
ゆ
る
「
断
絶
イ
デ
オ

ロ
ギ
ー
」
は
、
実
際
に
は
一
九
七
0
年
代
と
一
九
八
0
年
代
と
い
う
短
い

期
間
に
の
み
支
配
的
だ
っ
た
こ
と
が
分
か
る
。
一
九
世
紀
の
初
め
以
来
、

戦
後
に
至
る
ま
で
は
、
と
り
わ
け
国
民
国
家
的
に
定
義
さ
れ
た
連
続
性
の

立
場
こ
そ
、
改
革
期
を
評
価
す
る
指
導
的
な
基
準
と
し
て
支
配
的
だ
っ
た

の
で
あ
る
。

こ
こ
で
は
、
大
ま
か
に
三
つ
の
時
期
を
区
別
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
つ

ま
り
、
解
放
戦
争
の
時
代
か
ら
二

O
世
紀
ま
で
(
部
分
的
に
は
今
日
ま
で
)

及
ん
で
い
る
、
ラ
イ
ン
同
盟
期
に
外
国
支
配
の
時
代
、
即
ち
ド
イ
ツ
国
民

史
へ
の
積
極
的
な
影
響
を
持
た
な
い
単
な
る
エ
ピ
ソ
ー
ド
と
い
う
熔
印
を

押
す
第
一
の
時
期
と
、
ラ
イ
ン
同
盟
期
を
ド
イ
ツ
史
の
重
要
な
一
部
分
と

(
幻
)

見
て
、
そ
の
評
価
を
段
階
的
に
引
き
上
げ
る
他
の
二
つ
の
時
期
で
あ
る
。

プ
ロ
イ
セ
ン
的
!
国
民
ド
イ
ツ
的
パ

l
ス
ペ
ク
テ
イ
ブ
に
支
配
さ
れ
た
第

一
の
時
期
に
特
徴
的
で
あ
る
の
は
、
ラ
イ
ン
同
盟
と
プ
ロ
イ
セ
ン
の
対
照

で
あ
り
、
プ
ロ
イ
セ
ン
は
、
一
八

O
六
年
の
対
ナ
ポ
レ
オ
ン
敗
戦
以
後
、

改
革
に
よ
っ
て
再
び
強
力
と
な
り
、
反
ナ
ポ
レ
オ
ン
運
動
の
中
心
と
な
っ

て
、
一
八
二
二
年
l

一
四
年
の
解
放
戦
争
に
お
け
る
ナ
ポ
レ
オ
ン
の
没
落

を
も
た
ら
し
た
と
さ
れ
る
。
プ
ロ
イ
セ
ン
は
、
国
民
的
連
続
性
の
シ
ン
ボ

ル
と
し
て
、
一
九
世
紀
に
お
け
る
模
範
的
な
機
能
を
果
た
し
た
た
め
に
、

ラ
イ
ン
同
盟
は
、
ド
イ
ツ
史
に
根
を
持
た
な
い
抽
象
的
な
構
築
物
と
見
な

さ
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
見
方
は
、
国
民
的
な
連
続
性
を
前
提
と
し
て
お

り
、
ラ
イ
ン
同
盟
改
革
の
中
に
も
見
て
取
れ
る
よ
う
な
フ
ラ
ン
ス
革
命
の

強
力
な
影
響
ば
か
り
か
、
帝
国
の
伝
統
と
の
断
絶
を
断
罪
す
る
の
で
あ
る
。

二
O
世
紀
初
め
以
降
(
と
り
わ
け
ワ
イ
マ

l
ル
共
和
制
期
)
の
第
二
の

時
期
は
、
ラ
イ
ン
同
盟
が
ド
イ
ツ
の
領
邦
史
及
、
ぴ
国
制
史
に
対
し
て
与
え

た
画
期
的
な
影
響
を
、
初
め
て
正
当
に
評
価
し
よ
う
と
努
力
し
た
。
そ
こ

で
は
、
先
の
よ
う
に
断
罪
し
た
り
過
小
評
価
し
た
り
す
る
、
未
だ
に
広
く

影
響
を
与
え
て
い
る
立
場
が
前
提
と
す
る
連
続
性
パ
ラ
ダ
イ
ム
に
は
、
さ

し
あ
た
り
ま
だ
手
を
触
れ
な
い
ま
ま
で
あ
っ
た
。
ラ
イ
ン
同
盟
を
国
民
的

な
連
続
性
の
パ

l
ス
ペ
ク
テ
ィ
ブ
に
分
類
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
、
そ
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4
も

1

中
京
仲
1

の
意
義
を
積
極
的
に
評
価
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
っ
た
。
こ
の
試
み
は
、

同
時
代
の
期
待
に
な
ら
っ
て
、
ラ
イ
ン
同
盟
を
神
聖
ロ

l
マ
帝
国
の
少
な

く
と
も
潜
在
的
な
後
継
者
と
し
て
解
釈
し
、
い
わ
ば
国
民
的
な
特
徴
を
与

(
お
)

え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
国
民
的
国
制
の
レ
ベ
ル
で
成
功
し
た
。
そ
れ
と
対

応
し
て
、
と
り
わ
け
領
邦
史
の
叙
述
で
は
、
近
代
国
家
が
成
立
す
る
上
で

そ
の
意
義
を
新
た
に
評
価
す
べ
き
だ
と
考
え
ら
れ
る
、
個
別
諸
国
に
よ
る

ラ
イ
ン
同
盟
改
革
を
、
啓
蒙
絶
対
主
義
の
改
革
政
策
の
継
続
と
し
て
解
釈

(
M
)
 

し
よ
う
と
す
る
努
力
が
な
さ
れ
た
。
こ
の
よ
う
に
国
民
国
家
的
レ
ベ
ル
と

個
別
国
家
的
な
レ
ベ
ル
の
両
方
に
お
い
て
、
国
民
的
あ
る
い
は
領
邦
国
家

的
連
続
性
の
契
機
を
強
調
し
て
、
フ
ラ
ン
ス
革
命
と
の
関
連
、
そ
し
て
こ

れ
と
結
び
つ
い
た
ラ
イ
ン
同
盟
期
の
断
絶
的
性
格
を
相
対
化
す
る
こ
と
が

重
視
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

資

一
面
的
に
国
民
国
家
的
連
続
性
に
固
定
さ
れ
た
こ
う
し
た
ナ
ポ
レ
オ
ン

時
代
の
ド
イ
ツ
史
像
は
、
第
三
の
時
期
に
な
り
修
正
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ

た
が
、
こ
う
し
た
動
き
は
一
九
七
0
年
代
ま
で
続
い
た
。
と
り
わ
け
一
九

六
0
年
代
以
降
の
ド
イ
ツ
連
邦
共
和
国
に
お
け
る
政
治
文
化
の
根
本
的
な

(
お
)

自
由
化
を
背
景
と
し
て
、
新
た
な
世
代
の
歴
史
家
が
、
ナ
ポ
レ
オ
ン
時
代

を
別
の
視
角
か
ら
考
察
し
始
め
た
。
ラ
イ
ン
同
盟
は
、
民
主
主
義
的
な
意

味
に
お
い
て
ド
イ
ツ
史
の
重
要
な
要
素
で
あ
る
と
見
な
さ
れ
、
し
か
も

は
っ
き
り
と
ラ
イ
ン
同
盟
期
の
断
続
的
性
格
故
に
、
フ
ラ
ン
ス
革
命
へ
の

(
お
)

近
さ
故
に
、
こ
う
見
な
さ
れ
た
。
そ
こ
で
の
研
究
は
、
と
り
わ
け
比
較
的

大
き
な
ラ
イ
ン
同
盟
諸
国
の
内
部
で
行
わ
れ
た
ラ
イ
ン
同
盟
改
革
に
集
中

す
る
こ
と
に
な
っ
た
が
、
こ
れ
ら
ラ
イ
ン
同
盟
の
改
革
は
、
今
や
国
家
と

社
会
の
近
代
化
と
い
う
点
で
、
同
時
代
の
プ
ロ
イ
セ
ン
改
革
よ
り
も
優
れ

て
い
る
わ
け
で
は
な
い
と
し
て
も
、
そ
れ
に
匹
敵
す
る
も
の
と
見
ら
れ
た

(
幻
)

の
で
あ
る
。

北法55(5・176)2030

最
近
の
研
究
に
お
け
る
二
つ
の
連
続
性
の
試
み

で
は
、
連
続
性
パ
ラ
ダ
イ
ム
へ
の
回
帰
は
、
ど
の
よ
う
に
理
解
す
べ
き

で
あ
ろ
う
か
。
以
下
で
は
、
私
の
印
象
に
よ
れ
ば
そ
こ
で
「
動
向
の
転
換
」

が
な
さ
れ
た
と
思
わ
れ
る
、
一
八
O
O
年
前
後
の
時
期
に
関
す
る
二
つ
の

研
究
分
野
を
紹
介
し
た
い
。
こ
の
際
に
と
り
わ
け
私
の
関
心
を
引
く
の
は
、

連
続
性
の
パ

l
ス
ペ
ク
テ
ィ
ブ
か
ら
、
一
八
O
O
年
前
後
の
時
期
の
変
革

的
性
格
が
そ
れ
ぞ
れ
ど
の
よ
う
に
主
題
化
さ
れ
て
い
る
の
か
、
と
い
う
間

題
で
あ
る
。

改
革
の
連
続
性

第
一
の
分
野
は
、
ラ
イ
ン
同
盟
改
革
そ
れ
自
体
と
い
う
断
絶
テ

l
ゼ
の



核
心
分
野
に
関
わ
っ
て
い
る
。
従
来
、
ド
イ
ツ
史
に
お
け
る
一
八

O
O
年

前
後
の
擬
似
革
命
的
な
変
革
に
つ
い
て
語
ら
れ
る
と
き
、
と
り
わ
け
旧
体

制
の
特
権
社
会
を
根
本
的
に
廃
棄
す
る
指
導
的
な
ラ
イ
ン
同
盟
諸
国
の
改

革
の
こ
と
が
語
ら
れ
て
き
た
。
し
か
し
、
か
つ
て
の
断
絶
テ

l
ゼ
の
主
張

者
に
よ
る
最
近
の
叙
述
で
も
、
こ
の
評
価
は
連
続
性
テ
l
ゼ
の
方
に
移
動

し
て
い
る
。
ベ
ア
デ
イ
ン
グ

(za百
三
田
町
三
宮
加
)
は
、
こ
の
評
価
の
移

動
を
以
下
の
よ
う
に
ま
と
め
て
い
る
。

ライン同盟の改革と1800年前後の連続性問題

「
一
八
世
紀
に
取
り
組
む
初
期
近
代
の
理
論
家
は
、
既
に
長
い
問
、
連
続

性
に
関
す
る
論
争
を
行
っ
て
き
た
が
、
こ
の
論
争
で
は
、
プ
ロ
イ
セ
ン

及
び
ラ
イ
ン
同
盟
の
改
革
期
の
解
釈
が
中
心
的
な
役
割
を
果
た
し
て
い

た
。
一
八

O
O
年
前
後
の
変
革
期
の
政
治
的
な
変
動
を
、
ど
の
よ
う
に

旧
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
世
界
か
ら
近
代
世
界
へ
の
移
行
と
い
う
世
俗
的
な
転
換

過
程
に
組
み
込
む
こ
と
が
で
き
る
か
、
と
い
う
問
題
が
議
論
さ
れ
た
の

で
あ
る
。
こ
の
間
に
連
続
性
テ
ー
ゼ
が
議
論
を
支
配
す
る
よ
う
に
な
っ

た
。
こ
の
テ

l
ゼ
は
、
一
七
四
O
年
か
ら
一
八
二

O
年
ま
で
の
数
十
年

を
一
つ
の
改
革
時
期
に
集
約
す
る
。
こ
の
重
要
な
日
付
に
比
べ
れ
ば
、

一
七
八
九
年
も
し
く
は
一
八
O
コ一
l
一
八
O
六
年
と
い
う
区
切
り
は
、

相
変
わ
ら
ず
重
要
と
は
い
え
、
見
過
ご
す
こ
と
の
で
き
な
い
相
対
化
を

受
け
る
こ
と
に
な
る
。
と
り
わ
け
、
国
家
行
政
や
法
典
編
纂
の
領
域
に

(
お
)

お
い
て
、
改
革
の
連
続
性
が
全
面
に
押
し
出
さ
れ
る
。
」

(m-E)

(
犯
)

改
革
の
連
続
性
と
い
う
こ
の
テ
l
ゼ
は
、
啓
蒙
絶
対
主
義
の
国
家
理
念

の
完
成
と
し
て
ラ
イ
ン
同
盟
改
革
を
捉
え
る
以
前
の
テ
ー
ゼ
を
再
び
取
り

上
げ
る
。
も
っ
と
も
今
日
で
は
、
先
に
述
べ
た
ラ
イ
ン
同
盟
研
究
史
の
(
二

O
世
紀
初
頭
以
来
の
)
第
二
の
時
期
の
よ
う
に
、
非
ド
イ
ツ
的
と
見
な
さ

れ
て
き
た
ラ
イ
ン
同
盟
改
革
を
、
国
民
史
的
な
連
続
性
の
視
点
の
下
に
統

合
す
る
こ
と
は
も
は
や
重
要
で
は
な
い
。
む
し
ろ
新
た
な
連
続
性
テ

i
ゼ

の
背
景
は
、
シ
ユ
ル
ツ
エ
(
当
日

E
a∞nz-S)
や
ミ
ユ
ン
ヒ
(
噌
恒
三

ζEnF)、
シ
リ
ン
グ

(
Z
E
M
N
印

n
E
E加
)
が
主
張
す
る
よ
う
な
、
初
期

近
代
に
つ
い
て
の
未
来
志
向
の
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
な
理
解
で
あ
り
、
そ
れ
に

よ
れ
ば
、
一
八

O
O
年
以
後
の
改
革
期
は
、
一
八
世
紀
後
半
の
改
革
運
動

の
継
続
と
し
て
理
解
で
き
る
と
さ
れ
る
。

こ
こ
で
は
、
ラ
イ
ン
同
盟
改
革
と
(
啓
蒙
)
絶
対
主
義
と
の
連
続
性
は
、

内
容
的
に
は
、
と
り
わ
け
「
国
内
的
な
国
家
主
権
の
貫
徹
と
特
殊
な
中
間

(
初
)

権
力
の
排
除
が
問
題
と
な
る
よ
う
な
場
合
」
に
見
ら
れ
る
。
こ
れ
に
対
し
、

例
え
ば
一
九
七
0
年
代
に
フ
ェ

l
レ
ン
バ
ッ
ハ
が
、
一
七
八
九
年
の
諸
理

念
と
結
び
つ
き
、
初
期
自
由
主
義
を
指
し
示
す
も
の
と
し
て
強
調
し
た
よ

う
な
領
域
、
と
り
わ
け
ナ
ポ
レ
オ
ン
法
典
の
受
容
と
結
び
つ
く
、
平
等
を

目
指
し
た
社
会
政
策
は
、
今
日
明
ら
か
に
控
え
め
に
評
価
さ
れ
る
。
私
の
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キヰ

見
方
で
は
、
連
続
性
を
志
向
す
る
今
日
の
立
場
と
非
連
続
性
を
志
向
す
る

(
フ
ェ

l
レ
ン
バ
ッ
ハ
の
)
以
前
の
立
場
と
い
う
[
両
者
が
分
か
れ
る
]

問
題
の
起
源
は
、
一
方
に
お
け
る
フ
ラ
ン
ス
革
命
に
影
響
さ
れ
た
「
国
家

観
念
論
」
(
即
ち
ナ
ポ
レ
オ
ン
法
典
導
入
計
画
に
現
れ
る
も
の
)
と
、
他

方
に
お
け
る
(
一
七
世
紀
で
な
い
と
し
て
も
)
一
八
世
紀
の
伝
統
の
下
に

あ
る
「
国
家
絶
対
主
義
」
の
聞
の
こ
う
し
た
分
離
の
中
に
あ
る
。

ラ
イ
ン
同
盟
改
革
の
新
し
さ
を
主
と
し
て
あ
る
種
の
「
国
家
観
念
論
」(幻
)

と
し
て
理
解
す
る
一
方
で
、
改
革
諸
国
の
国
家
絶
対
主
義
的
な
主
権
政
治

を
「
官
僚
制
的
啓
蒙
絶
対
主
義
の
そ
の
後
の
形
態
」
と
し
て
特
徴
づ
け
る

(
幻
)

こ
う
し
た
二
分
法
的
な
見
方
は
、
絶
対
主
義
の
主
権
志
向
と
、
全
く
新
た

な
基
礎
に
立
っ
た
一
八
O
六
年
以
後
の
主
権
政
治
と
の
聞
に
横
た
わ
る
断

絶
を
見
誤
っ
て
い
る
。
こ
の
断
絶
は
、
い
わ
ゆ
る
「
絶
対
主
義
国
家
」
の

基
礎
と
関
わ
っ
て
い
る
。
と
い
う
の
は
、
ま
だ
一
八
世
紀
末
で
も
、
「
絶

対
主
義
」
は
、
白
ら
の
権
力
基
盤
及
び
正
統
性
の
基
盤
を
破
壊
す
る
こ
と

な
く
し
て
は
、
身
分
制
的
基
礎
と
近
代
国
家
的
な
主
権
志
向
と
の
二
元
主

義
を
克
服
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
の
に
対
し
、
南
ド
イ
ツ
の
ラ
イ
ン

同
盟
諸
国
の
「
国
家
主
権
原
理
」
は
、
こ
の
二
元
主
義
を
完
全
に
廃
棄
し

(
お
)

て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
帝
国
滅
亡
を
強
い
た
ナ
ポ
レ
オ
ン
の
権
力
政
治
と

(
お
)

一
体
を
な
し
て
い
る
フ
ラ
ン
ス
革
命
の
経
験
の
み
が
、
こ
の
断
絶
を
も
た

ら
す
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
。
ラ
イ
ン
同
盟
の
憲
法
、
国
法
、
改
革
に

資

一
八

O
六

関
す
る
諸
問
題
で
発
言
し
た
同
時
代
の
国
法
学
者
に
と
っ
て
、

年
以
降
の
主
権
政
治
の
新
し
さ
、
即
ち
文
字
通
り
の
革
命
性
は
明
白
で

あ
っ
た
。
ラ
イ
ン
同
盟
公
法
学
の
あ
ら
ゆ
る
著
作
家
た
ち
は
、
こ
の
断
絶

の
擁
護
者
か
、
あ
る
い
は
批
判
者
か
に
応
じ
て
区
分
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

し
か
し
、
改
革
の
連
続
性
を
前
面
に
押
し
出
す
最
近
の
研
究
で
は
、
ラ

イ
ン
同
盟
の
公
法
学
者
た
ち
に
と
り
論
争
の
主
要
な
中
心
問
題
を
な
し
て

い
た
こ
の
断
絶
は
、
そ
の
価
値
を
失
う
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
、
こ
の
断

(
お
)

絶
へ
の
取
り
組
み
ゃ
取
り
組
み
の
仕
方
が
も
た
ら
す
帰
結
と
い
う
重
要
な

問
題
は
、
そ
れ
以
上
追
求
さ
れ
な
く
な
る
。
そ
の
代
わ
り
に
、
啓
蒙
絶
対

主
義
の
改
革
と
ラ
イ
ン
同
盟
改
革
と
の
聞
の
「
連
続
性
へ
の
問
い
に
対
し

て
、
バ
イ
エ
ル
ン
に
つ
い
て
の
研
究
状
況
は
明
確
な
答
え
を
も
た
ら
さ
な

い
」
と
い
っ
た
、
問
題
を
回
避
す
る
確
認
が
し
ば
し
ば
な
さ
れ
る
。
「
第

三
の
ド
イ
ツ
」
諸
国
の
比
較
分
析
に
お
い
て
ブ

l
ホ
ホ
ル
ツ
(
当

g富

田
R
U
F
O
-
N
)

が
言
、
つ
よ
う
に
、
「
全
体
と
し
て
一
九
世
紀
初
頭
の
改
革
措

置
は
、
改
革
的
絶
対
主
義
の
伝
統
の
中
に
あ
り
つ
つ
、
こ
の
伝
統
と
は
異

(
お
)

な
り
、
現
存
す
る
支
配
秩
序
と
社
会
秩
序
を
超
え
出
て
い
る
」
。
「
一
方
と

他
方
」
、
「
あ
れ
も
こ
れ
も
」
は
、
連
続
性
と
非
連
続
性
の
問
題
に
対
し
通

常
回
答
が
な
さ
れ
る
と
き
の
図
式
で
あ
る
。
ベ
ア
デ
イ
ン
グ
も
、
「
連
続

性
が
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
断
絶
も
ま
た
改
革
過
程
を
規
定
し
て
い
る

(
幻
)

こ
と
を
見
逃
し
て
は
な
ら
な
い
」
と
い
う
。
つ
ま
り
、
連
続
性
と
非
連
続

北法55(5・178)2032



性
は
共
に
存
在
し
た
の
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
こ
れ
で
は
正
し
い
だ
け
で

な
く
、
何
も
言
わ
な
い
に
等
し
い
。
た
と
え
、
ど
こ
に
連
続
性
が
見
出
さ

れ
、
ど
こ
に
非
連
続
性
が
見
出
さ
れ
る
か
、
を
詳
細
に
定
め
る
試
み
を
行
っ

た
と
し
て
も
、
そ
れ
は
陳
腐
さ
の
領
域
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
。
連
続
性
と

非
連
続
性
は
、
常
に
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
あ
ら
ゆ
る
変
化
の
過
程
は
、

連
続
性
と
非
逮
続
性
の
観
点
の
下
で
考
察
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。

帝
国
の
連
続
性

ライン同盟の改革と1800年前後の連続性問題

最
近
の
研
究
で
広
ま
っ
て
い
る
第
二
の
連
続
性
の
立
場
は
、
帝
国
な
い

し
帝
国
国
制
論
の
連
続
性
テ
l
ゼ
に
関
わ
る
。
こ
の
立
場
も
ま
た
、
前
述

の
よ
う
に
、
ラ
イ
ン
同
盟
研
究
史
の
第
二
の
時
期
、
即
ち
ラ
イ
ン
同
盟
を

国
民
的
な
連
続
性
の
思
考
に
よ
り
特
徴
づ
け
ら
れ
た
国
民
史
へ
と
組
み
入

れ
る
時
期
を
特
徴
づ
け
て
い
た
テ

l
ゼ
が
、
ラ
イ
ン
同
盟
の
評
価
に
関
し

て
異
な
る
強
調
点
を
付
与
さ
れ
て
復
活
し
た
も
の
と
理
解
す
る
こ
と
が
で

き
る
。
著
作
の
中
で
帝
国
国
制
史
に
対
し
未
来
に
開
か
れ
た
新
た
な
パ
ー

ス
ペ
ク
テ
ィ
ブ
を
開
こ
う
と
す
る
の
は
、
三
つ
の
異
な
る
世
代
の
歴
史
家
(
お
)

か
ら
例
を
挙
げ
れ
ば
、
と
り
わ
け
ア
ン
ガ
!
マ
イ
ヤ
l
(出

gN〉
=
問
。

5
2
5

(
却
)

や
ゲ
オ
ル
ク
・
シ
ュ
ミ
ッ
ト
(
。

g
a
∞口
F
B
E円
)
、
プ
ル
ク
ド
ル
フ

(ω) 

(
者
♀
庶
民
同
加
国

z
a
a
o
R
)
と
い
っ
た
帝
国
史
家
た
ち
で
あ
る
。
一
八
世
紀

末
に
帝
国
は
構
造
的
に
も
終
結
し
、
そ
れ
以
上
連
続
的
に
発
展
す
る
パ
ー

ス
ペ
ク
テ
イ
ブ
を
備
え
て
い
な
か
っ
た
と
い
う
、
長
ら
く
確
定
的
と
見
な

(
H
U
)
 

さ
れ
て
き
た
ア
レ
テ
イ
ン
荷
主

Q
E曲
2
2旨
邑
ロ
)
の
テ
l
ゼ
に
対
し
、

彼
ら
は
、
帝
国
の
国
制
政
治
的
な
発
展
の
可
能
性
を
強
調
し
よ
う
と
す
る

の
で
あ
り
、
国
民
国
家
の
成
立
史
や
そ
れ
と
結
び
つ
い
た
国
民
運
動
の
性

格
に
関
し
て
、
「
長
ら
く
オ
ル
タ
ナ
テ
イ
ブ
が
他
に
な
い
と
考
え
ら
れ
て

(
必
)

き
た
国
民
国
家
へ
の
プ
ロ
イ
セ
ン
的
な
道
」
に
対
す
る
連
邦
的
な
オ
ル
タ

ナ
テ
ィ
プ
を
指
摘
し
よ
う
と
す
る
。

そ
こ
で
ア
ン
ガ

1
マ
イ
ヤ

l
は
、
広
く
受
け
入
れ
ら
れ
た
論
文
に
お
い

て
、
帝
国
理
念
か
ら
考
え
ら
れ
た
国
民
意
識
の
像
を
、
旧
帝
国
と
ド
イ
ツ

連
邦
の
間
を
結
合
す
る
連
結
部
分
と
し
て
新
た
に
強
調
し
よ
う
と
し
た
。

彼
の
研
究
し
た
一
八
O
一
年
か
ら
一
八
一
五
年
ま
で
の
国
家
計
画
や
憲
法

計
画
は
す
べ
て
、
彼
の
研
究
成
果
に
よ
れ
ば
、
そ
の
連
邦
的
構
造
や
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
志
向
、
国
民
意
識
に
お
い
て
、
帝
国
の
伝
統
の
更
な
る
連
続
的
な

(
必
)

発
展
と
し
て
理
解
で
き
る
と
い
う
。
こ
こ
で
ア
ン
ガ

l
マ
イ
ヤ

i
は
、
「
断

(
川
明
)

絶
よ
り
も
む
し
ろ
転
換
を
貫
く
連
続
性
へ
の
努
力
に
つ
い
て
語
ろ
う
」
と

す
る
は
っ
き
り
し
た
意
図
か
ら
出
発
し
て
お
り
、
帝
国
の
滅
亡
に
関
し
て

も
、
「
断
絶
を
見
出
し
た
の
で
も
な
け
れ
ば
、
断
絶
を
見
出
そ
う
と
し
た

の
で
も
な
く
、
あ
ら
ゆ
る
努
力
は
連
続
的
な
発
展
に
向
け
ら
れ
て
い
た
」

と
い
う
結
論
に
達
し
て
い
る
。
更
に
彼
は
、
「
こ
の
意
味
で
一
八
O
六
年

北法55(5・179)2033



手4

に
お
け
る
皇
帝
の
退
位
は
、
直
ち
に
ド
イ
ツ
の
国
家
思
想
に
お
け
る
断
絶

(
必
)

を
意
味
す
る
の
で
は
な
い
」
と
続
け
て
い
る
。

も
っ
と
も
、
ア
ン
ガ

l
マ
イ
ヤ
ー
が
ほ
と
ん
ど
考
慮
し
て
い
な
い
の
は
、

こ
の
連
続
性
へ
の
努
力
に
対
し
、
ま
さ
に
ラ
イ
ン
同
盟
の
国
制
を
め
ぐ
る

議
論
が
多
く
の
手
掛
り
を
提
供
し
て
い
る
点
で
あ
る
。
ラ
イ
ン
同
盟
の
公

法
学
者
の
大
半
は
、
大
ざ
っ
ぱ
に
言
え
ば
、
ラ
イ
ン
同
盟
を
多
か
れ
少
な

か
れ
近
代
化
さ
れ
た
形
で
の
帝
国
の
継
続
と
し
て
歓
迎
す
る
「
帝
国
愛
国

(
必
)

主
義
的
陣
営
」
に
分
類
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
方
向
性
(
こ
の
方
向

性
だ
け
で
は
な
い
が
)
を
取
る
中
心
的
な
議
論
の
場
は
、
ラ
イ
ン
同
盟
の

首
席
大
司
教
ダ

l
ル
ベ
ル
ク
(
関
白
同
二
宮
邑

2
5ロ
ロ
包
σ
旬
開
)
周
辺
の
公

法
学
者
ヴ
イ
ン
コ
ッ
プ
宙
開
同
月
〉
号
胃
者

E
E宅
)
が
編
集
す
る
雑
誌
「
ラ

(
灯
)

イ
ン
同
盟
』
で
あ
っ
た
。
一
八

O
六
年
九
月
か
ら
一
八
一
一
一
一
年
一

O
月
ま

マ
通
常
約
一
六

0
ペ
ー
ジ
の
月
刊
で
公
刊
さ
れ
た
こ
の
大
部
の
雑
誌
に
収

め
ら
れ
た
諸
論
文
か
ら
は
、
帝
国
の
終
湾
以
後
も
帝
国
の
理
念
に
固
執
し

(
必
)

ょ
う
と
す
る
「
強
い
欲
求
」
を
実
際
に
読
み
と
る
こ
と
が
で
き
る
。

こ
う
し
た
帝
国
を
志
向
す
る
ラ
イ
ン
同
盟
愛
国
主
義
は
、
一
九
五
0
年

代
以
来
の
研
究
で
は
、
国
民
的
連
続
性
に
対
し
根
本
的
な
懐
疑
が
抱
か
れ

る
背
景
の
下
で
、
む
し
ろ
幻
想
的
な
も
の
と
見
な
さ
れ
、
「
ラ
イ
ン
同
盟

(
必
)

イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
」
の
レ
ッ
テ
ル
を
付
与
さ
れ
、
ラ
イ
ン
同
盟
諸
国
の
近
代

化
政
策
に
集
中
し
た
一
九
七
0
年
代
及
ぴ
八
0
年
代
の
現
代
ラ
イ
ン
同
盟

資

研
究
に
よ
り
ほ
と
ん
ど
理
解
さ
れ
な
か
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

0
年
代
の
初
め
以
来
、
注
目
に
値
す
る
高
い
-
評
価
を
受
け
る
よ
う
に
な
っ

た
。
と
り
わ
け
ゲ
オ
ル
ク
・
シ
ュ
ミ
ッ
ト
は
、
幾
つ
か
の
論
文
に
お
い
て
、

ア
ン
ガ

l
マ
イ
ヤ
l
の
連
続
性
テ
l
ゼ
を
ラ
イ
ン
同
盟
公
法
学
に
適
用
し

よ
う
と
し
た
。
既
に
フ
ェ

l
レ
ン
バ
ッ
ハ
は
、
ラ
イ
ン
同
盟
公
法
学
の
中

に
「
ラ
イ
ン
同
盟
愛
国
主
義
」
を
見
て
取
り
、
こ
れ
は
「
一
八
世
紀
の
啓

蒙
的
な
帝
国
愛
国
主
義
と
一
九
世
紀
の
国
民
的
自
由
主
義
を
結
合
す
る
連

(
印
)

結
部
分
と
見
な
す
こ
と
が
で
き
る
」
と
定
式
化
し
て
い
た
。
今
や
シ
ュ
ミ

ッ
ト
は
、
こ
れ
を
ラ
イ
ン
同
盟
に
お
け
る
「
帝
国
愛
国
主
義
と
の
独
特
な

連
続
性
」
と
し
て
具
体
化
す
る
の
で
あ
り
、
そ
こ
で
は
、
攻
撃
的
で
は
な

い
国
家
連
合
的
な
種
類
の
ド
イ
ツ
の
国
民
的
統
一
性
と
い
う
、
旧
帝
国
に

(
日
)

由
来
す
る
伝
統
が
明
ら
か
に
な
る
と
い
う
。
そ
こ
で
シ
ュ
ミ
ッ
ト
は
、
と

り
わ
け
ダ
l
ル
ベ
ル
ク
周
辺
を
引
き
合
い
に
出
し
、
帝
国
へ
の
連
続
性
を

強
調
す
る
彼
の
憲
法
計
画
を
、
以
前
の
研
究
に
対
し
て
、
明
ら
か
に
高
く

(
臼
)

評

価

す

る

と

と

も

に

、

先

に

述

べ

た

ヴ

イ

ン

コ

ッ

プ

の

雑

誌

『
ラ
イ
ン
同
盟
』
を
引
き
合
い
に
出
す
。
更
に
彼
は
、
ラ
イ
ン
同
盟
の
国

家
連
合
的
構
想
の
傑
出
し
た
擁
護
者
で
あ
る
国
法
学
者
ベ

l
ア

(者
5
0
5
Z
8
2
w
m寄
)
を
何
度
も
参
照
す
る
よ
う
指
示
し
て
い
る
。

私
の
見
方
で
は
、
「
ラ
イ
ン
同
盟
愛
国
主
義
」
の
中
に
表
現
さ
れ
て
い

る
、
帝
国
愛
国
主
義
的
で
あ
る
と
同
時
に
未
来
志
肉
的
で
あ
り
、
国
家
連

九
九
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ライン同盟の改革と1800年前後の連続性問題

合
的
に
考
え
ら
れ
た
ラ
イ
ン
同
盟
憲
法
の
理
念
、
と
い
う
こ
の
テ
ー
ゼ
に

潜
む
問
題
と
は
、
同
時
代
の
議
論
に
見
ら
れ
る
二
つ
の
相
反
す
る
立
場
を

混
同
し
、
ラ
イ
ン
同
盟
か
ら
ド
イ
ツ
連
邦
へ
至
る
帝
国
国
制
の
連
続
的
発

展
や
、
ラ
イ
ン
同
盟
愛
国
主
義
か
ら
一
九
世
紀
の
国
民
的
自
由
主
義
へ
至

る
帝
国
国
制
の
理
念
の
連
続
的
発
展
が
あ
り
え
た
と
い
う
理
想
化
さ
れ
た

像
を
創
り
出
し
て
い
る
点
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
問
題
の
核
心
は
、
ラ

イ
ン
同
盟
公
法
学
の
論
争
で
は
全
て
の
議
論
の
主
軸
を
な
し
て
い
た
、
ラ

イ
ン
同
盟
に
お
け
る
主
権
の
出
現
と
結
び
つ
い
た
一
八

O
六
年
の
断
絶
の

問
題
を
消
し
去
っ
て
し
ま
う
点
に
あ
る
。

つ
ま
り
、
帝
国
の
連
続
性
と
国
家
連
合
的
な
ラ
イ
ン
同
盟
の
憲
法
は
、

相
互
に
相
容
れ
な
い
関
係
に
あ
る
。
と
い
う
の
は
、
国
家
連
合
は
、
構
成

諸
国
家
に
個
別
国
家
と
し
て
の
主
権
を
保
証
す
る
の
と
同
義
で
あ
り
、
身

分
制
的
な
帝
国
の
伝
統
と
の
断
絶
に
基
づ
く
近
代
化
政
策
の
側
に
立
っ
て

い
る
か
ら
で
あ
る
。
従
っ
て
、
帝
国
と
の
非
連
続
性
を
強
調
す
る
、
「
主

権
論
者
」
と
呼
ば
れ
る
ラ
イ
ン
同
盟
の
公
法
学
者
が
、
徹
底
的
に
国
家
連

合
的
な
ラ
イ
ン
同
盟
憲
法
を
宣
伝
し
た
の
に
対
し
、
帝
国
と
の
連
続
性
を

強
調
す
る
、
「
帝
国
愛
国
主
義
的
ラ
イ
ン
同
盟
愛
国
主
義
者
」
と
呼
ば
れ

る
ダ

l
ル
ベ
ル
ク
周
辺
の
公
法
学
者
は
、
個
別
国
家
の
主
権
を
制
限
す
る
(
日
)

中
央
集
権
的
で
連
邦
国
家
的
な
ラ
イ
ン
向
盟
憲
法
を
目
指
し
て
努
力
し
た
。

ベ
l
ア
は
、
実
際
に
は
未
来
志
向
的
で
国
民
的
な
ラ
イ
ン
同
盟
構
想
の
事

例
と
見
な
す
こ
と
が
で
き
る
が
、
彼
も
ま
た
、
身
分
制
的
な
帝
国
の
伝
統

と
の
断
絶
を
は
っ
き
り
宣
伝
す
る
限
り
で
は
、
主
権
論
者
に
属
す
る
の
で
(
日
)

あ
り
、
シ
ュ
ミ
ッ
ト
は
意
図
的
に
こ
の
断
絶
を
・
無
視
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

そ
こ
で
、
ア
ン
ガ

l
マ
イ
ヤ

l
の
唱
え
る
連
続
性
テ

l
ゼ
の
意
味
に
お

い
て
、
帝
国
に
結
び
つ
き
な
が
ら
同
時
に
未
来
を
先
取
り
し
た
国
民
政
策

的
な
憲
法
構
想
と
し
て
ラ
イ
ン
同
盟
愛
国
主
義
を
描
く
に
は
、
シ
ュ
ミ
ッ

ト
は
、
こ
れ
ら
対
立
す
る
立
場
を
相
互
に
混
合
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ

た
。
そ
し
て
、
帝
国
国
制
論
の
連
続
性
が
問
題
と
な
る
と
こ
ろ
で
は
、
ダ

1
ル
ベ
ル
ク
と
ヴ
イ
ン
コ
ッ
プ
周
辺
を
参
照
す
る
よ
う
指
示
し
、
未
来
を

先
取
り
し
た
性
格
が
問
題
と
な
る
と
こ
ろ
で
は
、
ベ

l
ア
の
よ
う
な
作
家

を
参
照
す
る
よ
う
指
示
す
る
の
で
あ
る
。

こ
こ
で
は
、
帝
国
国
制
論
の
連
続
性
と
い
う
テ
l
ゼ
を
、
ラ
イ
ン
同
盟

公
法
学
へ
の
適
用
を
例
と
し
つ
つ
紹
介
し
て
き
た
。
同
様
の
問
題
は
、
と

り
わ
け
一
九
九
0
年
代
初
頭
以
来
急
速
に
広
が
っ
て
き
た
、
よ
り
広
範
囲

な
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
研
究
の
領
域
一
般
に
お
い
て
も
議
論
す
る
こ
と
が
で

き
る
。
一
例
を
挙
げ
れ
ば
、
「
連
邦
的
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
」
と
い
う
キ
ー

ワ
ー
ド
の
下
で
、
一
九
世
紀
ド
イ
ツ
に
お
け
る
国
民
国
家
形
成
や
ナ
シ
ョ

ナ
リ
ズ
ム
に
ま
で
作
用
を
及
ぼ
し
て
い
る
、
帝
国
の
伝
統
に
由
来
す
る
別

の
連
続
性
の
系
譜
に
つ
い
て
、
「
ド
イ
ツ
帝
国
国
民
の
遺
産
」
が
問
わ
れ
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事千

(

片

山

)

て
い
る
。
そ
こ
で
も
、
「
一
八

O
O
年
の
断
絶
」
の
問
題
が
重
要
な
役
割

を
果
た
し
て
い
る
が
、
連
続
性
を
志
向
す
る
多
く
の
立
場
と
並
ん
で
、
こ

の
論
争
で
も
、
私
が
こ
こ
で
試
み
た
よ
う
に
、
連
続
性
の
性
急
な
主
張
に

対
し
警
告
す
る
よ
う
な
懐
疑
的
な
声
が
見
ら
れ
る
。
と
り
わ
け
ラ
ン
ゲ

ヴ
ィ

l
シ
エ

(
U
E
R
C回
な
5
2
n
z
m
)
は
、
こ
の
意
味
に
お
い
て
連
続

性
の
主
張
を
相
対
化
し
よ
う
と
試
み
、
「
」
八
O
O
年
前
後
の
断
絶
は
、

(
日
)

〔
:
・
〕
説
明
能
力
を
失
っ
て
い
な
い
」
と
強
調
し
て
い
る
。

資

連
続
性
の
願
望
、
非
連
続
性
の
経
験
と
そ
の
処

理

最
後
に
、
歴
史
学
に
お
け
る
新
た
な
連
続
性
の
傾
向
が
何
を
意
味
す
る

の
か
、
と
い
う
核
心
問
題
を
再
び
取
り
上
げ
る
こ
と
に
し
た
い
。
既
に
ラ

イ
ン
同
盟
研
究
史
に
基
づ
い
て
示
さ
れ
た
の
は
、
「
断
絶
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
」

の
古
い
伝
統
か
ら
切
り
離
さ
れ
た
全
く
新
た
な
試
み
で
な
く
、
新
た
な
強

調
点
を
付
与
さ
れ
た
古
い
連
続
性
の
試
み
の
再
開
が
問
題
と
な
っ
て
い
る

点
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
既
に
述
べ
た
よ
う
に
、
一
方
で
は
啓
蒙
絶
対
主

義
か
ら
ラ
イ
ン
同
盟
改
革
へ
至
る
連
続
性
が
、
他
方
で
は
一
八
世
紀
の
帝

国
国
制
論
か
ら
ラ
イ
ン
同
盟
愛
国
主
義
を
経
て
、
プ
ロ
イ
セ
ン
的
な
ナ

シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
へ
の
オ
ル
タ
ナ
テ
ィ
ブ
と
さ
れ
る
連
邦
的
l
自
由
主
義
的

な
国
民
理
念
へ
至
る
連
続
性
が
問
題
で
あ
る
。

こ
れ
ら
の
連
続
性
テ
ー
ゼ
に
対
す
る
私
の
主
な
反
論
は
、
こ
の
連
続
性

は
、
一
八

O
O
年
前
後
の
国
制
史
上
の
断
絶
の
意
義
を
無
視
す
る
こ
と
に

よ
っ
て
の
み
主
張
で
き
る
と
い
う
点
で
あ
る
。
啓
蒙
絶
対
主
義
か
ら
ラ
イ

ン
同
盟
改
革
国
家
へ
の
改
革
の
連
続
性
と
い
う
テ
l
ゼ
は
、
ラ
イ
ン
同
盟

改
革
が
次
の
よ
う
に
し
て
成
し
遂
げ
た
断
絶
を
過
小
評
価
し
て
い
る
。
即

ち
、
パ

l
デ
ン
の
改
革
大
臣
ラ
イ
ツ
エ
ン
シ
ユ
タ
イ
ン
が
一
八
O
九
年
に

彼
の
大
公
に
対
し
て
改
革
原
則
と
し
て
定
式
化
し
た
よ
う
に
、
「
す
べ
て

(
幻
)

の
構
築
物
を
全
く
新
た
な
基
礎
の
上
で
再
構
築
す
る
」
た
め
に
、
身
分
制

的
な
権
力
や
正
統
性
の
根
拠
を
断
念
し
、
い
わ
ば
自
ら
そ
の
足
場
を
奪
い

去
る
、
と
い
う
形
で
成
し
遂
げ
た
断
絶
を
過
小
評
価
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
こ
で
連
続
性
を
語
り
う
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
弁
証
法
的
な
意
味
に
お

い
て
、
即
ち
、
統
制
さ
れ
た
権
力
基
盤
の
革
命
を
通
じ
た
権
力
保
持
者
の

連
続
性
で
あ
る
。
と
り
わ
け
バ
イ
エ
ル
ン
の
改
革
大
臣
モ
ン
ジ
ユ
ラ
の
例

(
四
四
)

に
一
不
す
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
、
フ
ラ
ン
ス
革
命
と
い
う
変
革
の
経
験
の

処
理
が
|
|
こ
こ
で
処
理
(
〈
伺

B
Z
E晶
)
と
は
、
こ
の
経
験
が
何
ら

か
の
帰
結
を
も
た
ら
す
べ
き
変
革
で
あ
る
と
い
う
認
識
を
意
味
し
て
い
る

|
|
、
「
防
御
的
な
近
代
化
」
(
ヴ
ェ

l
ラ
l
)
と
い
う
こ
の
構
想
が
成

功
す
る
上
で
の
前
提
条
件
を
な
し
て
い
る
。

変
革
の
経
験
を
処
理
す
る
の
に
成
功
し
た
結
果
得
ら
れ
る
連
続
性
と
い
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ライン同盟の改革と1800年前後の連続性問題

う
弁
証
法
的
な
関
係
は
、
国
家
的
な
改
革
政
策
の
レ
ベ
ル
に
お
け
る
の
と

同
じ
く
、
ラ
イ
ン
同
盟
公
法
学
の
国
民
政
策
的
|
憲
法
政
策
的
な
構
想
に

つ
い
て
も
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
即
ち
、
同
時
代
の
著
作
家
の
う
ち

帝
国
国
制
の
構
想
へ
の
直
接
的
な
連
続
性
を
求
め
た
者
は
、
た
と
え
自
ら

を
改
革
の
敵
対
者
で
は
な
く
、
身
分
制
的
国
制
に
よ
る
立
憲
的
拘
束
を
免

れ
た
主
権
概
念
の
批
判
者
と
し
て
の
み
理
解
し
て
い
た
と
し
て
も
、
将
来

性
の
あ
る
憲
法
構
想
を
描
く
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。
こ
う
し
た
意
味
で
、

例
え
ば
ベ
ル
ク
(
。
E
P
R
出

o
E
2
F
Sロ
回
目
『
加
)
は
、
一
八
O
九
年
に
、

連
続
性
を
志
向
す
る
身
分
制
的
立
憲
主
義
を
前
提
と
す
る
主
権
批
判
を
、

次
の
よ
う
な
聞
い
で
表
現
し
た
。
即
ち
、
「
現
実
に
新
た
に
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
こ
と
は
、
命
令
以
外
の
手
段
に
よ
っ
て
実
行
で
き
な
い
の
か
。

そ
の
際
、
従
来
の
国
制
を
尊
重
し
つ
つ
、
欠
陥
が
な
く
今
後
も
存
続
可
能

(ω) 

な
も
の
を
残
し
つ
つ
行
う
こ
と
は
で
き
な
い
の
か
」
。
こ
の
間
い
に
対
し

て
は
、
否
、
改
革
は
「
従
来
の
国
制
を
尊
重
し
つ
つ
」
で
は
実
現
不
可
能

で
あ
り
、
身
分
制
的
国
制
の
廃
棄
を
前
提
と
す
る
、
と
答
え
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
身
分
制
秩
序
及
び
そ
れ
に
伴
う
帝
国
国
制
の
伝
統
と
の
断
絶
を
、

立
憲
的
秩
序
と
は
対
立
す
る
の
で
な
く
、
む
し
ろ
立
憲
的
秩
序
の
基
礎
を

な
す
も
の
と
し
て
理
解
す
る
公
法
学
者
の
み
が
、
将
来
性
の
あ
る
憲
法
構

想
を
描
く
こ
と
が
で
き
た
。
啓
蒙
の
立
憲
的
思
考
か
ら
現
代
の
立
憲
国
家

に
至
る
発
展
の
継
続
と
い
う
意
味
に
お
け
る
連
続
性
は
、
こ
こ
で
も
、
帝

国
の
滅
亡
と
あ
ら
ゆ
る
帝
国
法
上
の
伝
統
の
破
壊
を
意
味
す
る
非
連
続
性

の
経
験
の
処
理
を
前
提
と
す
る
の
で
あ
る
。

ノ
ル
テ
の
よ
う
に
、
連
続
性
の
立
場
へ
の
研
究
上
の
傾
向
の
転
換
を
説

明
す
る
に
当
た
り
、
学
問
外
的
な
根
拠
を
持
ち
出
す
な
ら
ば
、
こ
の
学
問

外
的
な
根
拠
は
学
問
的
な
問
題
設
定
に
い
か
な
る
反
作
用
を
及
ぼ
す
の
か
、

と
い
う
聞
い
が
出
て
く
る
。
既
に
述
べ
た
よ
う
に
、
ノ
ル
テ
は
、
こ
の
反

作
用
を
、
何
よ
り
も
こ

O
世
紀
末
に
崩
壊
し
た
と
さ
れ
る
進
歩
の
イ
デ
オ

ロ
ギ
ー
に
対
す
る
批
判
的
な
変
化
だ
と
考
え
た
。
最
近
の
連
続
性
の
傾
向

が
、
こ
の
意
味
に
お
い
て
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
批
判
的
変
化
と
し
て
正
当
に
理

解
で
き
る
か
ど
う
か
は
、
疑
わ
し
く
思
わ
れ
る
。
む
し
ろ
そ
こ
に
は
、
お

そ
ら
く
一
人
O
六
年
以
降
の
時
代
と
同
様
、
連
続
性
に
憧
れ
る
余
り
、
断

絶
と
い
う
現
実
を
見
過
ご
し
て
し
ま
う
連
続
性
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
危
険
が

一
不
さ
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

こ
れ
に
対
し
私
は
、
連
続
性
と
非
連
続
性
を
弁
証
法
的
な
関
係
に
お
い

て
真
剣
に
受
け
止
め
る
よ
う
提
案
し
た
い
。
こ
れ
ま
で
の
研
究
上
の
論
争

を
特
徴
ε
つ
け
る
、
「
連
続
性
か
非
連
続
性
か
」
と
い
っ
た
「
あ
れ
か
こ
れ

(ω) 

か
」
の
聞
い
の
立
て
方
は
、
「
あ
れ
も
こ
れ
も
」
と
い
う
意
味
で
連
続
性

と
非
連
続
性
の
並
存
す
る
要
素
を
探
求
す
る
の
と
同
様
に
、
こ
う
し
た
弁

証
法
的
関
係
に
は
ふ
さ
わ
し
く
な
い
。
一
方
は
、
ほ
と
ん
ど
不
可
避
的
に
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キヰ

断
絶
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
連
続
性
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
対
立
に
行
き
着
き
、
他

方
は
、
陳
腐
さ
の
領
域
を
超
え
る
こ
と
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
に
対

し
私
が
提
案
し
た
い
の
は
、
歴
史
上
本
来
的
に
対
立
し
た
も
の
に
よ
り
厳

密
な
注
意
を
払
う
こ
と
で
あ
る
。
即
ち
、
一
八
O
O
年
前
後
の
よ
う
な
一

(
引
)

時
期
に
は
、
「
連
続
性
と
変
革
の
諸
要
素
」
が
対
立
し
て
い
た
の
で
は
な

く
、
例
え
ば
、
連
続
性
の
願
望
と
非
連
続
性
の
経
験
と
い
う
大
き
な
影
響

力
を
も
っ
二
つ
の
歴
史
的
な
力
が
、
同
時
代
人
に
と
っ
て
相
互
に
調
和
さ

せ
る
の
が
困
難
な
ほ
ど
に
対
立
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
一
八
O
六
年
以
降

の
国
制
や
国
法
を
め
ぐ
る
論
争
に
お
い
て
、
こ
の
二
つ
の
力
は
、
一
方
で

は
帝
国
の
法
体
系
及
、
び
国
制
体
系
と
の
連
続
性
を
保
持
し
よ
う
と
す
る
努

力
、
他
方
で
は
こ
の
伝
統
の
滅
亡
の
経
験
、
と
い
う
対
立
す
る
関
係
に
あ
っ

た
。
同
時
代
人
が
こ
の
問
題
を
扱
っ
た
仕
方
、
即
ち
、
非
連
続
性
の
経
験

を
連
続
性
の
願
望
と
関
連
づ
け
、
処
理
し
た
仕
方
は
、
必
然
的
な
第
三
の

要
素
、
即
ち
非
連
続
性
の
経
験
の
処
理
へ
の
聞
い
を
な
し
て
い
る
。
非
連

続
性
の
経
験
を
処
理
す
る
仕
方
に
お
い
て
、
非
連
続
性
の
経
験
を
自
の
前

に
し
て
連
続
性
の
願
望
が
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
に
転
じ
る
の
か
、
そ
れ
と
も
将

来
性
の
あ
る
政
治
的
動
向
が
生
じ
る
の
か
、
が
分
か
れ
る
。
〔
非
連
続
性

の
経
験
の
処
理
の
中
に
連
続
性
を
見
出
す
〕
こ
う
し
た
試
み
こ
そ
、
連
続

(
目
出
)

性
の
新
た
な
理
解
を
求
め
る
時
折
見
ら
れ
る
要
求
を
研
究
上
実
行
に
移
す

こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

資

(
1
)
昌也、
g
h
妻、ミ
9
0
2
z
n
Z
P
R
E
n
Z
E
∞S
E
a
-
E
a
q
e

5
P
E
E
E
r
R
ω
g
a
-
玄
E
n
E
8
3∞u
・
2

(
2
)
〈
包
ミ
お
も

~bha
吋

pb弘
氏
以

hhhcb昌司句、・
Cσ
白

色

m
E
C
B∞冨円
N
門田町『

再開

E
R
F
n
z
ω
S白
再
開
〈
白
岡
崎
白
田
明
ロ
ロ
伺
ロ
ロ
門
戸
田
包
口
開
口
開

5
2
E∞
白

E『
eRDEn--g

仏開回目

ME〈由同『
mnvEZS
円四四ロ

=nE
由
。
豆
、
。
『
包
ロ

mwロ
∞
円
曲
目
門
町

=mHR
『由民法民国

nFmロ

門
リ

0
ロ
向
。
白
色
町
『
白
巴
。
ロ
。
。
・
同
∞
。
叶
・

(
3
)
ゲ
ン
ナ

l
は
、
一
八

O
八
年
の
出
版
予
告
で
、
自
ら
が
編
集
す

る
雑
誌
ヨ
旨
口
町
守
智
弘
回
目
。
向
田
町
円

N
m
m
z
a
z
E
宮
『

C
B
m
島町田

』

E
出
向
岡
田
町
宮
町
ロ
∞

E
Z
E
E
-
凶

E
m
-
-
Z
E田
町
ロ
ニ
∞
C
∞'-∞
-
0
・
の
創
刊

趣
旨
を
こ
の
よ
う
に
説
明
し
た
。

(
4
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(コ)Vgl. Gerhard Schuck， Rheinbundpatriotismus und politische 

Offentlichkeit zwischen Aufkl詰rungund Fruhliberalismus. Kon-

tinuit通tsdenkenund Diskontinuit詰tserfahrungin den Staats-

rechts-und Verfassungsdebatten der Rheinbundpublizistik， 

Frankfurter Historische Abhandlungen， Bd. 36， Stuttgart 1994. 

(出)Nolte， Staatsbildung (Anm. 4). 

(~) Paul Nolte， Gemeindeburgertum und Liberalismus in Baden 

1800-1850. Tradition， Radikalismus， Republik (Kritische Stu-

dien zur Geschichtswissenschaft， Bd. 102)， Gottingen 1994. 

(ヱ)Paul Nolte， Der sudwestdeutsche Fruhliberalismus in der 

Kontinuit出derFruhen Neuzeit， in: GWU 43 (1992)，743-756， 

hier743. 

(~) Ebd.， 743: 1) ~全l曜午、ヶト Q謡淀S 京共同窓刑事量ゐ'

思議言 Q~手持活躍軍事:l巡4砕い伶宿命ti' IJ..;制 10!忠明有1.Jヰヰ
ν利J .;.J吋.$;;'.，;J ~0 ムJ .f:.\ぉニ。心J ト(1 1J 認べ工、 Q~世議ti' ぷ

掻草壁'fj;~ト穴入、子!トャ -Q~-\llJ:l.p;ê.!時匙経-'J詰\:~0 エ

ν.+q.$;;" IJ E号制緩主担当'母、vQ担:1」4ヰエν，I~明記孟J :;p 
4目ど Q世間ムlli4ヰ会均鑑制E蓉FJ124ポエ IJ -'J~~必-R-\J ~ポ P

~O 。もノヰ之勾IJぐ4h'よIε4ミ士 l ‘民主1 !;\È~ê;俳 :l.+q:;' ν :t!4~

mぉヰ己主超音-.:l' 日宗E持品j 院当~-r*在民主b~型殿1週土主， IJ Ql制躍

起u今~0 ;ê.! Qや嶋崎JD1トヤ入E闘が拘トど Q紘思Li1実Jν
さ~' S. 749， Amn. 14 ~\盤。時nJ I0\弐 1ト ti' -K帳場正E与~

d取余軍機司自Q予制緩説会)頬づら常lii事-.:l' 1トヤ入 E酎討担ト~摺

reformen in Deutschland zu Beginn des 19. J ahrhunderts， Kolnl 

Berlin 1970; Bemd Wunder， Privilegierung und Dis-

ziplinierung. Die Entstehung des Berufsbeamtentums in Bayem 

und Wurttemberg， 1780-1825， Munchen 1978. 

(∞) Helmut Berding/Hans-Peter Ullmann， Ve加 derungenin 

Deutschland an der Wende vom 18. zum 19. Jahrhundert， in: 

Dies. (Hg.)， Deutschland zwischen Revolution und Restaura-

tion， Konigstein i. Ts. 1981， 11-40， hier 18. 

(∞) Helmut Berding， Judenemanzipation im Rheinbund， in: 

Eberhard Weis (Hg.)， Reformen im rheinbundischen Deutsch-

land， Unter Mitarbeit von Elisabeth MuJler-Luckner， (Schriften 

des Historischen Kollegs. Kolloquien， Bd.4)， Munchen 1984， 

269-286. 

(:::;) Eberhard Schmitt， Zur Z 詰加s飢u汀r耐 eologi均ede町rfl台ranzり仇s凹 he叩n 1 

Revolution von 1789， in: Karl Bosl (Hg.)， Der modeme 

Parlamentarismus und sein巴Grundlagenin der st通ndischenRe-

pr弘sentation，Berlin 1977， 195-240; Rudolf Vierhaus， Aufkl通-

rung und Reformzeit. Kontinuitaten und Neuans泌氏 inder 

deutschen Politik des spaten 18. und beginnenden 19. Jahr-

hunderts， in: Eberhard Weis (Hg.)， Reformen im rhein-

bundischen Deutschland， Unter Mitarb巴itvon Elisabeth Muller-

Luckner， (Schriften des Historischen Kollegs. Kolloquien， Bd. 

4)， Munchen 1984，287-301 
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storische Zeitschrift 148 (1933)， 277-293. 

(民)Dazu Ulrich Herbert/Lutz Raphael (Hg.)， Wandlungs-

prozesse in Westdeutschland. Belastung， Integration， Li-

beralisierung 1945-1980 (Modeme Zeit. Neue Forschung巴nzur 

Gesel1schafts-und Kulturgeschichte des 19. und 20. Jahr-

hunderts， 1)， Gりttingen2002. 

(自) 'J' Jやさ主， ..IJ=~ミ士ト H ーム入 1くれく (Elisabeth

Fehrenbach) ~.<ト[トヤ入、 (Helmut Berding)' 1:'-トヤ

rく (Eberh訂dWe同北j絡む崎県J..IJ誌や拍子。。

(民)トロャ与J入部掛心 Il"¥ヤ入E割討中Eトc起草正:20';νさ'
vgl. Nolte， Staatsbildung (Anm. 4). 

(お)Helmut Berding， Zur historischen Einordnung der Reforrnen 

im fruhen 19. Iahrhundert， in: Hans-Peter Ullmann/Clemens 

Zimmermann (Hg.)， Restaurationssystem undReforrnpolitik. Sud-

deutschland und Preusen im Vergleich， Munchen 1996， 17-24， 

hier 18. 

(民)Demel (Anm. 6)， 57-59 .，p~草壁。~~きャ t〈ャI-j .ミ入どe
嬬匪:10エνさ，Ferdinand Kramer， Bayem， in: Wemer 
Buchholz (Hg.)， Das Ende d巴rFruhen Neuzeit im "Dritten 

Deutschland“. Bayem， Hannov，巴r，Mecklenburg， Pommem， das 

Rh巴inlandund Sachsen im Vergleich， (Historische Zeitschri白，

Beihefte (N.F.) 37)， Munchen 2003， 5-24， hier 8. 

(詔)Arthur Schlegelmilch， Anfa昭eund Perspektiven des Ver-

+<紘思JνエトQよJ株義語-.l' 1トヤ入 ~ilf~C 困{終絵告51」 1Eい

ト(l~ìjji; C肱思会♂出遅~~否。 ν エ子。。

(~) Paul Nolte， Gibt es noch eine Einh巴itder neueren Ge-

schichte? in: ZHF 24 (1997)， 377-399. 

(口)Ebd.， 377. 

(~) Ebd.， 387. 

(~) Ebd.， 378. 

(詩)Ebd.， 398. 

(只)Ebd.， 395 u. 384. 

(自) 1トヤ入E闘密保以:10ェνさ， vgl. Elisabeth F ehrenbach， 
Vom Ancien Regime zum Wiener Kongres， 2.， uberarbeitete 

Aufl.， Munchen 1986， 178-187 und Demel (Anm. 6)，93-128. 

1トャ，\E割以:1 0 エいさず曜~C iì<Í- C 匝抗議主E縄判 1 1トヤ

入E闘帯電~..IJ~ピ:Lヤト科帳判精C~嘆縫J (ll組事長11益信)

r 1 !陸海糾』首長川銅線1luγ1100GJ社-j(m:::' 1 111~­
!同gj¥mlZ'総援。

( ~) V gl. Eduard Ziehen， WinkoppsぷheinischerBund“(1806-

13) und der Reichsgedanke. Ein Beitrag zur Uberwindung d巴r

Mainlinie， in: Archiv fur hessische Geschichte und Alter-

tumskunde N. F. 18 (1934)， 292町326.

( ~) V gl. Ludwig Doeberl， Max.imilian von Montgelas und das 

Prinzip der Staatssouveranit通t，Munchen 1925; Erwin Holzle， 

Das napoleonische Staatssystem in Deutschland， in: Hi-

事主

持耳
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山
川
穂
村

ム "DieWahrnehmung und Bew忌ltigungder historischen Bruche 

um 1800 durch die Funktionselite des Alten Reiches. Eine 

prosopographisch angelegte Wahmehmungsgeschichte“4総

留;。

(沼)Werner Buchholz (Hg.)， Das Ende der Fruhen Neuzeit im 

"Dritten Deutschland“. Bayem， Hannover， Mecklenburg， Pom-

mem， das Rheinland und Sachsen im Vergleich (Historische 

Zeitschrift， Beihefte (N.F.) 37)， Munchen 2003， 174. 

(ね)Berding， Einordnung (Anm. 28)， 19 

(~) Heinz Angermeier， Deutschland zwischen Reichstradition 

und NationaJstaat. VerfassungspoJitische Konzeptionen und 

nationa1es Denken zwischen 1801 und 1815， in: ZRG GA 107 

(1990)， 19-1OJ 

(~) Georg Schmidt， Der Rheinbund und die deutsche Na-

tionalbewegung， in: Heiner Timmennann (Hg.)， Die Ent-

stehung der NationaJbewegung in Europa 1750-1849， Berlin 

1993， 29-44; Georg Schmidt， Der napoleonische Rheinbund -

ein emeuertes Altes Reich?， in: Volker Press (Hg.)， Altematト

V巴nzur Reichsverfassung in der Fruhen Neuzeit. Nach dem 

Tod des Herausgebers bearb. v. Dieter Stievermann， (Schriften 

des Historischen Kollegs. Kolloquien， Bd. 23)， Munchen 1995， 

227-246. 

(宕)Wo位angBurgdO/プReichskonstitutionund Nation. Ver-

fassungsstaats in Deutschland und im Habsburgerreich zwischen 

1780 und 1820， in: Peter Brandt (Hg.)， An der Schw巴lIezur 

Moderne. Deutschland um 1800， Bonn 1999，43-81， hier 68. 

(~) IJ E:;吋}\，.a;:君主~:l2E:; +口調~~~き志さ'てャ吋弐入E:;~婚主言

+<出時J入1入吋 iトMontgelasU ~♂ヰ二時， r回総州議担匝正問J
u却誤認w話時対僻型車艇や持母。 Vgl.Doeberl (Anm. 24). 

(~) Fehrenbach， Traditionale Gesellschaft 1974， 108. 

(見) r型霊友州燃主iiJ 州灘E:;g]話~AJ1 -K卓l足E:;州鍵AJ E:;糊E政 u

0';νti' vgl. Reinhard Blankner， "Absolutismus“und "fruh-

moderner Staat“. Probleme und Perspektiven der Forschung， 

in: Rudolf Vierhaus (Hg.)， Fruhe Neuzeit -Fruhe Moderne 

Forschungen zur Vielschichtigkeit von Ubergangsprozessen， 

Gりuingen1992，48-74， hier 63-65. I llÞ:;~命令事図録AJ判鍵

AJE:; 設尚三oエνti'vgl. Panayotis Kondylis， Konser-
vativismus. Geschichtlicher Gehalt und Untergang， S加ttg訂t

1986， v. a. 80-123. 

(お)丈干刊士ミ入E;'討担ト+<出時J 入.;~ ri Iトu吋ト(lI" Iト入~榊4li

e慰童話AJE;' ~妥!::'早起ぺ U0 エ ν 士主， vgl. Eberhard Weis， 

Montgelas 1759-1799. Bd. 1: Zwischen Revolution und 

Reform， 2. Aufl.， Munchen 1988. 

(児) IJ E;'.l(]~U~丞Jνさ'誕e位制緩-p<Schuck， Rheinbund-

patriotismus (Anm. 11)， v. a. 11-19 u. 215 ff. ~\陛。回日'ふパ

ーミト吋 (Winfried Schulze) E:; I'r ri 入ぐ入居正ぽトロ';~I-j~
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schuIschri氏en目ReiheIII: Geschichte und ihre Hilfswissenschaften， 

756)， Frankfurt a. M. [u. a.] 1997同;:， Naoko Matsumoto， 
Polizeibegriff im Umbruch. Staatszwecklehre und Ge-

waltenteilungspraxis in der Reichs-und Rheinbundpublizistik 

(Studien zur Policey und Policeywissenschaft)， Frankfurt a. M. 

1999. 

(事)Pape (Anm. 46)， 40. 

(S;:) Kurt von Raumer， "Prefecture Franc温ise".Montgelas und die 

Beurteilung der napoleonischen Rheinbundpolitik. Ein Bericht 

des wurttembergischen Gesandten Graf Taube， Munchen， 5 

Juli 1806， in: Konrad RepgenlStephan Skalweit (Hg.)， Spiegel 

der Geschichte. Festgabe鉛rMax Braubach zum 18. April 

1964， Munster 1964，635-661， hier 649; Raumer， Deutschland 

(1980)， 339; Mathias Bernath， Napoleon und der Rheinbund 

im Spiegel der Zeit， in: Neue Mitteilungsbl通tt巴rdes Rhei-

nischen Kulturinstituts (1953)， 1-25; Rainer Wohlfeil， Unter-

suchungen zur Geschichte des Rheinbundes 1806-1813. Das 

Verh通ltnisDalbergs zu Napoleon， in: Zeitschrift fur die 

Geschichte des Oberrheins 108， N.F. 69 (1960)， 85-108. Vgl. 

dazu Schuck， Rheinbundpatriotismus (Anm. 11)，217-221. 

(呂)Elisabeth Fehrenbach， Traditionale Gesel1schaft und re-

volutionares Recht. Die Einflihrung des Code Napoleon in den 

Rheinbundstaaten， Gottingen 1974， 3. Aufl. 1983，77. 

fassungsreformprojekte flir das Heilige Rりmische Reich 

Deutscher Nation im politischen Schrifttum von 1648 bis 1806， 

(Veroffentlichungen des Instituts白rEurop詰ischeGeschichte 

Mainz， 173. Beitr詰gezur SoziaI-und Verfassungsgeschichte 

des Alten Reiches 13)， Mainz 1998. 

(ヨ)Vgl. KarlOt脚 rv. Aretin， Das Heilige 肘 mischeReich 

1776-1806. Reichsverfassung und Staatssouver加itat，2 Bde. 

Wiesbaden 1967. 

(ミ)Schmidt， Rheinbund (Anm. 39)， 32. 

(苧)Angermeier (Anm. 38). 

(芋)Ebd.， 24. 

(宕)Ebd.， 29. 

(宰)副長討やさ，Matthias Pape， Revolution und Reichsver-

fassung. Die Verfassungsdiskussion zwischen Furstenbund und 

Rheinbund， in: Elisabeth Weisser-Lohmann (Hg.)， Verfassung 

und Revolution. Hegels Verfassungskonzeption und die Re-

volutionen der Neuzeit， (Hegel-Studien， Beiheft 42)， Hamburg 

2000，40-84， hier 62-69， Zitat 63. 

(与)けG'.lQi~区~' Ziehen (Anm. 23).w吋;:， Schuck， Rhein-
bundpatriotismus (Anm. 11 ).総監。 lトヤ入E酎<4土問Jt.~0

エν時話相やさ， vgl. Birgit Fratzke-Weis， Europaische und 
nationale Konzeption巴nim Rheinbund. Politische Zeitschriften 

als Medien der politischen Offentlichkeit (Europ温ischeHoch-
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Weltkrieg， Munchen 2000. 

(宮)Dieter Langewiesche， ，Nation'， ，Nationalismus¥，National-

staat' in der europ通ischenGeschichte seit dem Mittelalter -

Versuch einer Bilanz， in: Ders./Georg Schmidt (Hg.)， Fりdera-

tive Nation. Deutschlandkonzepte von der Reformation bis zum 

Ersten Weltkrieg， Munchen 2000， 9-30， hier Zitat 28. Vg1 

auch Dieter Langewiesche， FりderativerNationaJismus als Erbe 

der deutschen Reichsnation. Uber Fるderalismusund Zen-

traJismus in der deutschen Nationalgeschichte， in: Ders./Georg 

Schmidt (Hg.)， Foderative Nation. Deutsch1andkonzepte von 

der Reformation bis zum Ersten Weltkrieg， Munchen 2000， 

215-242，民'0Maiken Umbach， Reich， Region und Fode-

ra1ismus aJs Denkfiguren in politischen Diskursen der Fruhen 

und der Sp五tenNeuzeit， in: Dieter Langewiesche/Georg 

Schmidt (HgよFoderatIveNation. Deutschlandkonzepte von 

der Reformation bis zum Ersten We1tkrieg， Munchen 2000， 

191-214.1:"..:(てれ:::ti' 1地主長，川端主E4苦渋~IIll:í 1ト干入 J(191)

C胤gf~' ['岡〈4君子。堂とC到来，十+1 j縦挺~C~C図E特区~C

1祖gfJ .1J~ ¥ !足早ノ;，\l}羽エ.1J~堅聴いやQO \"ムヤト C 主~:í8:íh負担

oo;ti 'トモム→マ入偽j 時/::-J.(!尽室長明記.1J設監察対と C~C逼

寝!.L吋。 ν~士\J~-V'ム-{，0経世話お革製品戸株予!!-l~遅刻 C

刺殺引送!.L吋ゃい主主差益のやさご♂£νエr{lJ。昔話。ν，['エιャ
"， C刑事毛州制課 C~間総:íh~ポ釈国道以込j諜!)小よJ -rr{lJ ユ4誌や

(巴)Schmidt， Rheinbund (Anm. 39)， 33. 

(臼)Ebd刊 38-40.

(巴)Schuck， Rheinbundpatriotism凶 (Anm.11)，258-363. 

(苫)梅田回裏ムJC遺言禦仏J 経理区.1J-rr{l#伐を C ，司容、~'阻{時剤

。王f;:~ポ 1トヤ入区国紙潟誕1ぬとよ織向。哨lJ' liffi Ilì:( liffi~局長:íh帰国車E

.1J;¥W'0。合吋小.1J... Y 柄拘以内>.. 之§ペ !.L ~g安叩ffi+H繰糸}

トト-Q将....}1悔いて -Kてそ、!ト、ャトω釈雌杓キJト(l!).1J込早ノ;，¥l}
どでート Clilf:誌の 4同盟~!.L5:....} νti' vgL ebd.， 85-89， 290-

304. ，入吋 '" 0ι為， f!権E回 C1忠且t緩露4剖j 謀誕g ;::， ο エ 4μ2 -1併{終~1傑栄尚」症ê: C2 
回{縦時終~j矧鴨，qD主:íh~“ポ l小ト、ヤ「入 E酎盟鍵客要艇4ム刈J :ニL

4令夙 P伶-(l {μ」公，難01報....)'(ート~~堕+ト9吋小~1時十R ト(l.1J;，\l}'

さささ主'権回入JC矧爆認さ柊|言巡回.1J取りばr{lてートQ判容

C~{同窓布陣何.ljJ~~嵐~!l!lS ....}ν エト。 o VgL v. a，・ WilhelmJosef 

Behr， Systematische DarstelIung des Rheinischen Bundes aus 

dem Standpunkte desるffentlichenRechts， Frankfurt a， M. 1808 

und Wilhelm Josef Behr， Das teutsche Reich， und der 

rheinische Bund. Eine publizistisch伊politischeParallele， zur 

Ausmitt1ung der Vorzuge， welche der rh巴inischeBund， vor 

dem teutschen Reiche der teutschen Nation darbiethen wird、in:

Der Rheinische Bund 6 (1808)， 418-448， 7 (1808)， 99-138， 

361-408， 8 (1808)， 3-62， 

(巴)Dieter Langewiesche/Georg Schmidt (Hg.)， Foderative Na-

tion. Deutschlandkonzepte von der Reformation bis zum Ersten 
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G 1.:' -4" ';くれく:.1~t-Q制官会三件}機密。

~~ *~寝台， 1100自社川m:::1111 回斗キ~+<:L，ヤト叫民主総司目v

lトャ入E酎定駅G組長1-<榊ト去三七ミι ・，入吋れれ世相会1
~;ν!と.p与44J機娘、~揺喧-..l~-4l G~尚早;-.'巴特許苦言単

画く4目吋-'='?i主~rj，居室長良阪中約書留宮駅 (υ) G窓t選、~思lt~~喜弘氏蛍

回特C 11謡牝J~ポ令。

(~) ~ペ当:l;t! (巴)t-Q*苦吟4ト会t;ì緩や~t-Q O .v-..l νささ..f:< i主， I刑1星組皇室剣士2EE
1隆三慰1盤+γ -'IrtJ~母子。 J (214) -'J:;小:出血いで-'IrtJ~lll盟、い

揮さごドエt-Q。

(巴)Zit‘ nach Hans-Ulrich Wehler， Deutsche Gesellschafts-

geschichte， Bd， 1: Vom Feudalismus des Alten Reiches bis zur 

Defensiven Modemisierung der Reformara 1700-1815， Mun-

chen 1987，373. 

(虫)Vgl. v. a. Weis， Montgelas (Anm， 34)， Michael g削除r
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